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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録 
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教育次長兼教育総務部長 北野 人士  同部参事 野本 憲宏 

同部参事兼生涯学習課長 早 川  茂  教育政策課長 松田 紀子 

学校教育課長 河平 浩一  学校教育課参事 山根 隆寛 

教育支援課長兼教育センター所長 大﨑 貴子 

次世代育成部長 小林 寿弘   同部参事兼子育て支援課長 石原幸一郎 

家庭児童相談課長 木下 伸記  こども教育課長 浅田 明典 

上下水道部長 山 口  猛  同部参事兼経営企画課長 末永 利彦 

料金課長 柳瀬 哲宏  水道施設課長 樫本 宏充 

下水道事業課長 竹下 博和 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 溝口 哲也  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和２年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第 ９号 令和元年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

  議案第 ２号 令和２年度摂津市水道事業会計予算 

  議案第１０号 令和元年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号） 

  議案第 ３号 令和２年度摂津市下水道事業会計予算 

  議案第１１号 令和元年度摂津市下水道事業会計補正予算（第２号） 
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議案第２３号 摂津市監査委員に関する条例及び摂津市水道事業及び下水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分（第２条
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（午後１時 開会） 

○嶋野浩一朗委員長 ただいまから文教

上下水道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、楢村委員

を指名いたします。 

 最初に、議案の審査順序について、順序

の５番といたしまして議案第１９号、６番

といたしまして議案第３３号を別々で審

議をいただく形にしておりましたけれど

も、内容が連動いたしますので、一括いた

しまして、順序の５番で議案第１９号及び

議案第３３号の審査を同時に行うことに

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 異議なしと認め、そ

のように決定します。 

 議案第３号及び議案第１１号の審査を

行います。本２件について、補足説明を求

めます。 

 山口部長。 

○山口上下水道部長 議案第３号、令和２

年度摂津市下水道事業会計予算につきま

して、目を追って主なものについて、補足

説明をさせていただきます。 

 予算書９６ページ、令和２年度摂津市下

水道事業会計予算実施計画説明書をご参

照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

下水道事業収益、項１営業収益、目１下水

道使用料は、前年度に比べ５，３１５万４，

０００円の増額でございます。これは、主

に消費税増税によるものでございます。 

 目２他会計負担金は、前年度に比べ４，

２９５万４，０００円の減額でございます。

これは、一般会計からの雨水処理負担金の

減少によるものでございます。 

 目３受託利用収益は、前年度に比べ１０

２万４，０００円の増額でございます。こ

れは、雑排水管等管理事業の増加によるも

のでございます。 

 目４その他営業収益は、前年度に比べ１

万４，０００円の減額でございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は、

前年度に比べ２，５６３万３，０００円の

増額でございます。これは、一般会計負担

金の増加によるものでございます。 

 目２長期前受金戻入は、前年度に比べ２

２９万７，０００円の増額でございます。

これは、補助金等の長期前受金について、

減価償却費見合いを収益化しているもの

でございます。 

 目３建物物件収益は、前年度に比べ４７

万６，０００円の増額でございます。 

 目４雑収益は、前年度に比べ２，５７８

万８，０００円の減額でございます。これ

は、主に安威川流域下水道負担金精算返戻

金の減少によるものでございます。 

 次に、支出の款１水道事業費用、項１営

業費用、目１環境費は、前年度に比べ５，

４５１万円の減額でございます。これは、

主に燃料委託料の減少によるものでござ

います。 

 ９８ページ、目２受託事業費は、前年度

に比べ１０２万４，０００円の増額でござ

います。これは、主に修繕費の増加による

ものでございます。 

 １００ページ、目３普及促進費は、前年

度に比べ１０万円の減額でございます。こ

れは、前納報奨金の減少によるものでござ

います。 

 目４用務費は、前年度に比べ７３４万６，

０００円の増額でございます。これは、下

水道使用料徴収事務委託料の増加による

ものでございます。 

 目５総がかり費は、前年度に比べ６１９

万９，０００円の増額でございます。これ
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は、主に一般会計負担金の増加によるもの

でございます。 

 １０４ページ、目６流域下水道管理費は、

前年度に比べ１，４６２万２，０００円の

増額でございます。これは、安威川流域下

水道維持管理負担金の増加によるもので

ございます。 

 目７減価償却費は、前年度に比べ５６２

万５，０００円の増額でございます。これ

は、主に公共物の新設による増加でござい

ます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ９，９９４万

円の減額でございます。これは、企業債利

息の減少によるものでございます。 

 目２消費税は、前年度と同額の１億１，

０００万円でございます。 

 目３雑支出は、前年度と同額の１００万

円でございます。 

 項３、目１予備費は、前年度と同額の６

００万円でございます。 

 続きまして、資本的収入でございますが、

款１資本的収入、項１、目１企業債は、前

年度に比べ１億８，５６０万円の減額でご

ざいます。これは、公共下水道事業債の減

少によるものでございます。 

 １０６ページ、項２負担金等、目１公債

費負担金は、前年度に比べ５７６万３，０

００円の減額でございます。これは、吹田

市からの企業債元金償還負担金の減少に

よるものでございます。 

 目２受益者負担金は、前年度に比べ５０

万１，０００円の増額でございます。これ

は、賦課対象面積の増加によるものでござ

います。 

 目３工事負担金は、前年度に比べ１億８

０５万５，０００円の減額でございます。

これは、三箇牧鳥飼雨水幹線建設に伴う高

槻市からの負担金の減少によるものでご

ざいます。 

 項３、目１国庫補助金は、前年度に比べ

２億５，０００万円の減額でございます。

これは、交付対象事業費の減少によるもの

でございます。 

 項４、目１他会計負担金は、前年度に比

べ２，６１９万３，０００円の増額でござ

います。これは、一般会計からの元金償還

金に係る負担金の増加によるものでござ

います。 

 項５、目１他会計補助金は、前年度に比

べ１，０３７万２，０００円の減額でござ

います。これは、元金償還金の汚水分に係

る一般会計からの補助金の減少によるも

のでございます。 

 項６、目１長期貸付金償還金は、前年度

に比べ５万３，０００円の減額でございま

す。これは、水洗便所改造資金貸付金の減

少によるものでございます。 

 次に、支出の款１資本的支出、項１建設

改良費、目１公共下水道整備費は、前年度

に比べ４億４，３３２万７，０００円の減

額でございます。これは、主に公共下水道

工事費及び東別府雨水幹線工事雨水幹線

建設負担金の減少によるものでございま

す。 

 １０８ページ、目２流域下水道整備費は、

前年度に比べ５，９４６万２，０００円の

減額でございます。これは、安威川流域下

水道建設負担金の減少によるものでござ

います。 

 項２、目１企業債償還金は、５，５６３

万８，０００円の増額でございます。 

 項３、目１長期貸付金は、前年度と同額

の２５０万円でございます。 

 以上、令和２年度摂津市下水道事業会計

予算の補足説明とさせていただきます。 
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 続きまして、議案第１１号、令和元年度

摂津市下水道事業会計補正予算（第２号）

につきまして、目を追って主なものについ

て、補足説明させていただきます。 

 補正予算書７ページ、令和元年度摂津市

下水道事業会計補正予算実施計画説明書

をご参照願います。 

 まず、収益的収入でございますが、款１

下水道事業収益、項１営業収益、目２他会

計負担金は、１，００５万１，０００円の

減額で、これは雨水処理負担金の減少によ

るものでございます。 

 目３受託利用収益は、１２５万８，００

０円の減額で、これは雑排水管等管理事業

受託収益の減少によるものでございます。 

 次に、収益的支出でございますが、款１

下水道事業費用、項１営業費用、目１環境

費は、３４３万７，０００円の減額で、こ

れは下水道管渠内調査委託料など、委託料

の減少によるものでございます。 

 目２受託利用費は、２４９万４，０００

円の減額で、これは委託料及び工事請負費

の減少によるものでございます。 

 目３普及促進費は、３１万２，０００円

の減額で、これは前納報奨金の減少による

ものでございます。 

 目５総がかり費は、３５５万９，０００

円の減額で、これは主に一般職非常勤職員

賃金及び委託料の減少によるものでござ

います。 

 目６流域下水道管理費は、２，１４２万

４，０００円の減額で、これは安威川流域

下水道維持管理負担金の減少によるもの

でございます。 

 次に、資本的収入でございますが、款１

資本的収入、項１、目１企業債は、２，１

３０万円の減額で、これは公共下水道事業

債及び流域下水道事業債の減少によるも

のでございます。 

 項２負担金等、目３工事負担金は、４，

１７８万円の減額で、これは三箇牧鳥飼雨

水幹線建設負担金の減少によるものでご

ざいます。 

 項３、目１国庫補助金は、５，０００万

円の減額で、これは社会資本整備総合交付

金の減少によるものでございます。 

 次に、８ページ、支出の款１資本的支出、

項１建設改良費、目１公共下水道整備は、

１億３，４３０万７，０００円の減額で、

これは主に公共下水道工事費の減少によ

るものでございます。 

 目２流域下水道整備費は、５９７万２，

０００円の減額で、これは安威川流域下水

道建設負担金の減少によるものでござい

ます。 

 目３固定資産取得費は、６３万４，００

０円の減額で、これは貯預金の減少による

ものでございます。 

 以上、令和元年度摂津市下水道事業会計

補正予算（第２号）の補足説明とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、質問のほうを

させていただきます。 

 まず、予算書９８ページをお願いします。

下水道管渠内調査委託料について、昨年よ

りも４０％ぐらいダウンになっておりま

す。その内容について、お教えください。 

 続きまして、１００ページです。雑排水

管調査業務委託料について、こちらは、昨

年２５６万円から７０万円とかなりの減

額になっております。こちらの業務委託料

についても、お教えください。 
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 続きまして、１０２ページです。一般会

計負担金が昨年の３６０万円から９４３

万２，０００円と大幅に上がっております。

この内容について、お教えください。 

 続きまして、１０４ページ、安威川流域

下水道維持管理負担金、この負担金は逆に

上がっております。内容について、お教え

ください。 

 最後ですが、これは補正と絡むお話なの

ですが、補正でいいますと４ページです。

流動資産なのですが、現金預金が約２億８，

９００万円となっております。予算段階で

は６億２，０００万円となっていたのです

が、基本的にほとんどが減額補正になって

いる中、この預金だけが、なぜ予算の半分

以下になってしまったのか、内容について、

１回目お聞きしたいです。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 まず下水道管渠

内調査委託料と、それから雑排水管調査業

務委託料の減額の理由について、ご答弁申

し上げます。 

 まず、下水道管の管渠内調査委託、これ

は３，３７４万円の減額をしております。

これは、令和２年度のストックマネジメン

ト計画で、下水道施設の点検調査、それか

ら実施計画の策定をいたしますので、令和

２年度の管渠内調査を見送って、令和３年

度から下水道の重要度に応じて計画的に、

点検調査を実施してまいります。 

 また、修理につきましては、緊急調査に

ついては２１０万円を上げさせていただ

いているところでございます。 

 次に、雑排水管調査業務の件でございま

す。これにつきましても同様に、来年度ス

トックマネジメント計画の策定をする中

で、公共下水道との位置づけではございま

せんけれども、あわせて雑排水管のあり方

について、どのように今後計画的に点検調

査をしていくかというところを調査する

ため、見送ったものでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

ご質問に、お答えします。 

 ３番目にご質問のありました一般会計

負担金でございますが、今回、会計年度任

用職員という制度が始まりまして、先日も

お話しさせていただいたのですが、今まで

下水道事業を担当してくれた参与のほう

が特別職という形で、下水道事業会計から

負担していたところでございますが、そこ

の部分につきまして、この制度改正に伴っ

て特別職の扱いというところで、下水道事

業会計からというか、市全体の話ですが、

給料の分を人事課のほうで負担していた

だくと、制度上の問題ですが。その後、下

水道事業会計のほうから一般会計のほう

に負担金として払わせていただくという

ところが、主な増額の理由でございます。 

 それと、もう１点、５番目にお話があり

ました、委員がおっしゃっているように現

金が減っているという状況。補正予算の部

分でいいますと、現金が補正予算で減額す

ると減ってくるという状態。当初予算に比

べまして、できるだけ現金を留保するとい

うか、下水道事業会計、一般会計補助金と

いう状況の中でいただいている中でいい

ますと、現金の支出、ぎりぎりの経営とい

うか、相殺しながら、期間の中で、できる

だけ現金の留保を少なくというか、最終的

に残らないようにという形では経営させ

ていただくところです。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 
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○竹下下水道事業課長 安威川流域下水

道維持管理負担金の増額の内容について

答弁申し上げます。 

 この負担金の増額につきましては、大阪

府から終末処理場の中央水みらいセンタ

ーの汚水処理に係る焼却炉、汚水ポンプ施

設及び監視制御盤などの電気機械設備の

点検整備委託の増額と聞いております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、２回目の質問

をさせていただきます。 

 下水道管渠内調査委託料、雑排水管調査

業務委託料については、ストックマネジメ

ント計画を進めるために一旦中止された

というような説明で、一定理解いたしまし

た。ストックマネジメント計画については、

後にちょっとだけお話しさせていただき

たいですが、とりあえず置いておきます。 

 一般会計負担金についても、特別職の扱

いが移りまして負担金がふえたというこ

とで、そこに関しても理解いたしました。 

 安威川流域下水道維持管理負担金は、点

検業務がふえたということで、こちらも一

定理解いたしました。 

 最後、補正予算に関して、現在の予算で

もそうなのですが、現金が減ってきている

と。これは、平成３０年度の当初予算案で

は９億円あった現金預金が、令和元年度の

補正の段階で、約２億８，９００万円しか

残りがない状態になってきています。前回

の委員会でも言わせていただいておりま

すが、流動資産に対して流動負債の割合が

もう完全にオーバーしていると。今回の予

算案につきましても同様に、差額が３３億

円近いものと見受けられます。その中で、

現金がどんどん減っている中で、このペー

スでいけば、現金預金という意味合いであ

れば、もうあと２年ももたないのではない

かと思うのですが、そのあたり、どのよう

に考えられているのか。 

 そして、この下水道は、ことしに関して

は予算書の最後のページで、現状借りてい

るお金の総額がぱっと見えるようにして

いただいております。６００億円近くの企

業債を借りているわけです。上水に関して

は約６６億円で、下水は１０倍近く企業債

を発行している中で現金預金がどんどん

減ってくると。ストックマネジメント計画

を進めることによって、それを切り抜けて

いくというお話ですが、当初の予定よりも

現金預金が減ってきているという中での、

現金預金がいつまでもつのかという、今後

の見通しをお聞きします。 

 そして、例えば、このストックマネジメ

ント計画をそのまま当初の予定どおりに

進めていただければ問題ないのですが、あ

と１０年もすればほとんどの管路の更新

時期が近づいてくるというお話も随分前

から聞いております。その中で、このスト

ックマネジメント計画が、例えば、思って

いたよりも効果が発揮できなかったとい

う場合について。このストックマネジメン

ト計画というのは、基本的には管路に優先

順位をつけて直していくという計画だと

思います。ただ、地震とか自然災害によっ

て、事態はいろいろ変わる可能性もありま

すので、それは誰もわからない、１０年後、

２０年後になってみないと、誰も計画どお

りにいっているかというのは、多分１０

０％というのは保証できないと思うので

すけれども、もし計画どおりに行かず、管

路の更新時期がもう一気に来てしまった

場合、どういったことが予想できるのか、

その３点、預金のお話と、今後、お金に関

してどう考えているのかと、ストックマネ



- 8 - 

 

ジメント計画が実行できなかった場合の

予想をお教え願えますか。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

２回目の質問に、お答えさせていただきま

す。 

 現金預金のほうですが、下水道事業の場

合、水道事業のほうは幾らかの減価償却費

というか、留保資金をためながら経営させ

ていただいております。下水道事業におき

ましては、毎年の収支のバランスがどうし

ても企業債元金の償還に重きを置かざる

を得ないという、そこでつなぎながらとい

うところでございます。 

 留保資金につきましても、通常の経営で

いいますと、過年度の分の留保資金で補て

んしながら経営しておりますけれども、下

水道事業については過年度だけでは足ら

ずして、当該年度、今回でいいますと令和

２年度の留保資金を入れながら、経営して

いるというところでございます。 

 ここの部分につきましては、現金預金が

最終的には、ここの貸借対照表の中では、

現金預金、いろいろ未払金とか、退職金の

引当金とか、そこも含めているのですけれ

ども、企業債をつなぎながら幾らか残して

いく、ただ、それが純利益といいますか、

留保資金というか、そこの分に回せるほど

余裕があるかというと、ないところでござ

います。 

 ただ、企業債のほうにつきましても、こ

とし、令和２年度残高が２５７億円という

状態でございます。ある程度、当初、平成

１１年にはピークとして５４０億円とい

う元金を抱えながら返済してまいりまし

た。その中でいいますと、ここ１０年、令

和１０年には今のままでいきますと１１

８億円と半減していく、企業債は減ってい

く、また、元金償還も減っていくというと

ころでございます。 

 今後、管路の更新の時期が終了し、これ

から維持管理の状態に持っていく中で、そ

この元金償還の分が残った分を幾らか、そ

ちらに回せるかなという思いでございま

す。 

 それと、おっしゃるとおり、現在、スト

ックマネジメント計画は調査も含めて、ま

だ出来ていない状態です。今の想定の中で

やらせていただいている中でいうと、老朽

度で判定という形、下水道管路の中の状態

を見ながら一つずつ絞り込んでいくとい

う中では、調査をしながらやっていく。た

だ、三好委員がおっしゃるとおり、大きな

災害とか、すごく長い距離を破損されてい

るとかいうときにどうするかというお話

も、そこは緊急事態でございますので、そ

こを最重点に直していかないといけない

というところ、そこに対しての費用を集中

するというような手段は、そこは緊急対策

になります。今、そこまで考えられている

余裕が経営的にないのかなというところ

です。ただ、そうなった場合は、実際やら

せていただくつもりではおります。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 先ほど、参事のほ

うが大半ストックマネジメントの説明は

されたのですけれども、私のほうから、も

う少し詳細なところについて説明させて

もらいますと、実際に委員がご心配の、今、

３０年を超える管渠といいますのが、現在

６０キロメートルほどございます。今後、

２０年、３０年続いていきますと、耐用年

数５０年を超えていく管渠がかなり多く

ふえてくる。 

 背景でいいますと、昭和の後半から平成

の半ばぐらいにかけて、集中的に下水の工
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事をやってまいりました。その中で、一気

呵成に工事をやってきた分、その分、一気

呵成に更新をしていかなければならない

時代に突入しますので、そこをいかにライ

フサイクルコストの縮減をしていったり、

あるいは平準化をしていくのが、このスト

ックマネジメント計画でございます。 

 といいますのも、水道と違いまして下水

道については、管渠の中をカメラで見るこ

とができます。できることによって、今、

管渠の状態を予測することができるので

す。これは専門家により来年度ストックマ

ネジメント計画を立てる中で評価させる

のですけれども、ひび割れが何か所あると

かの危険度判定といいまして、ランクづけ

をしてまいります。そういうことによって、

仮に耐用年数５０年を超える管渠であり

ましても、まだもつ管渠については、流域

は７５年ほどもたせると聞いているので

すけれども、実際我々も、それに近い形で、

もつ管渠についてはもたせていこう。そう

することによって、一気に更新費が増大し

ないような形に持っていけるのではない

か、これをストックマネジメント計画でつ

くってまいるということでございます。よ

ろしくお願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ３回目、質問させていた

だきます。 

 ストックマネジメント計画については

理解していますが、企業債の話で元金のお

話を先ほどさせていただきました、６００

億円近くあって、行く行くは１１８億円に

なるというお話もいただきました。そうな

ってくると６００億円近くから考えると、

約６分の１近くにはなっているのですが、

ただ、また更新の時期に来ると、減らした

５００億円ぐらいのお金が、また新たに必

要になる可能性があります。技術も発展し

ているし、単純計算ではないのも理解して

いますが、５００億円近くのお金がまたか

かってくる可能性があるということで、や

はり一気に更新の時期が来るということ

で、ストックマネジメントを計画されてい

るというのは理解できているのですが、こ

の下水道の経営自体が、私は摂津市の中で

一番経営が厳しい状況だろうなと思って

いて、一番気をつけないといけない事業だ

なと感じております。 

 その中で、予定よりもやはり現金預金が

減ってきているというところで、これも枯

渇しないようにはされるとは思うのです

が、このままのペースで行けば枯渇する予

想が立ってしまう中で、やはりストックマ

ネジメント計画が本当に肝になると思い

ます。このかじ取りを少しでも間違えてし

まうと、全てが破綻しかねない。１０年く

らいはもったとしても、２０年、３０年先

のことを考えると、かなり先の世代に残す

ものが大きくなってしまうことが予想さ

れますので、毎年の予算立ての中でしっか

りと計画していただいて、必ず計画性のあ

る実行を、１０年、２０年先まで部長もい

ろいろと計算していただいているとは思

いますので、できるだけぶれない、予想に

反してしまったということがないように

だけ私のほうから申し上げまして、質問の

ほうを終わりたいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 ほかございますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、質問をさせてい

ただきます。 

下水道使用料が前年と比べると２．９％、

５，３１５万４，０００円ほど増額を見込

んだ予算になっております。きのうも申し

上げましたが、摂津市の下水道使用料とい
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うのは、市民の側から見ると非常に高い。

水道は北摂７市では３番目の高さであり

ますけど、下水道については、もう断トツ

に高いというのが続いています。これも歴

史的な経過があったり、整備の期間が集中

していたり、いろいろな経過があるのは十

分承知の上でありますけれども、水道でい

うと一番低いところとの差は大体１．１５

倍ぐらいですが、下水道になりますと１．

７倍ぐらいの差があるのです。同じ北摂の

地域に住んでいるのだけれども、蛇口をひ

ねって排水する、水道、下水と合わせます

と７割近い負担があるというのは、これは

厳然たる事実であって、何とかそういう差

を自治体の努力だけで埋めていくという

のは難しいかもしれませんが、いろいろな

工夫をして、市民の負担軽減を図る努力を

してもらいたいなと思っております。 

 水道のほうにも確認させてもらったの

ですが、昨年の１０月の消費税の増税分が

下水のほうも２％上乗せになっておりま

すので、下水道使用料の消費税増税に相当

する額というのは、この５，３１５万４，

０００円の中で幾らになるのか、その点、

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、基本的なことを聞くのですけ

れども、一般会計の負担金がございます。

雨水の場合については、基本的に税で見て

いくのだと。汚水については、それぞれの

公営企業で見ていくのだというようなこ

となのですけれども、９６ページにある収

益的収入の一般会計負担金、１億４６１万

４，０００円、それから資本的収入にあり

ます一般会計負担金の合計４，２２５万３，

９００円、同じく資本的収入にあります一

般会計補助金、先ほどはどちらも元金償還

の補助金の汚水分だというようなご説明

いただきましたけれども、基本的なことで

恐縮ですが、その辺の内容について改めて、

どうしてこういうような補助があるのか、

どんな仕組みで一般会計から繰り入れが

されているのかについて、ちょっとレクチ

ャーをしていただけたらなと思います。 

 それから、下水道使用料の次に雨水処理

負担金として８億２，９５６万２，０００

円があります。雨水処理の費用だと思うの

ですけれども、こちらは４，２９５万４，

０００円の５．９％の減額になっておりま

す。使用料と雨水処理の負担金の仕組みの

違いだとは思うのですが、この辺の増額と

減額のところを教えていただけたらなと

思います。 

 それから、これは三好委員からも質問が

ありましてご答弁されていました、管渠費

にあります委託料の下水道管渠内調査委

託料の減額です。ストックマネジメント計

画が令和２年度に立てられていく中で、管

渠内の調査については令和３年度以降と

いうお話でありました。それは理解いたし

ました。 

 その上で、下水道事業経営戦略の中にも、

今後１０年間の計画ということで、維持管

理費には、先ほどもご説明ありましたよう

に破損による影響が大きい主要な管渠、そ

れから供用開始後３０年経過した約７０

キロメートルの管渠を中心に、管渠内をテ

レビカメラで調査を行って、状態把握と必

要に応じた修繕を行うと書かれていまし

た。そこの経営戦略の中にあります表を見

てみると、管渠調査委託料等は、今後１０

年間、毎年３，７００万円ずつ計上されて

いるのです、あくまで計画だと思いますけ

れども。それに基づいて、維持補修にかか

る修繕費がかかってくるので、５，０００

万円の金額が計画として、１０年間毎年上

げておられます。２０２０年度予算額から
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見ますと、維持補修にかかる修繕費は２，

５３０万円です。１０年間というのは長い

ようで、あっという間にやってくるもので

すので、ストックマネジメント計画が平成

３１年度ではなくて、令和２年度になって

きて、さらにずれ込んでいくというような

ことになりはしないかというような心配

はしているのですけれども、その点のお考

えについて、そのストックマネジメント計

画によって明らかになってきた、いろいろ

な諸問題、破損のおそれがあるとか、耐用

年数が５０年を経過しているとか、そうい

ったものから優先的に整備をしていかれ

ようとは思うのですけれども、そのめどに

ついてもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから、１００ページにあります受託

事業費で、工事請負費として鳥飼野々マン

ホールポンプ更新工事が計上されていま

す。鳥飼野々のマンホールポンプについて

も、数年前にメンテナンスをされていたよ

うな記憶があるのですけれども、その後、

近所の人から異音がするというお話をお

聞きしていまして、いろいろご相談もさせ

ていただいておりました。今回更新工事と

いうことでありますが、ポンプは数年前の

メンテナンスから数年の間にいろいろな

音が出てくるということも含めて、今回の

更新について、どんな経緯とどんな更新を

行おうとしているのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

 あと、三好委員からもお話がありました

企業債についてです。下水道事業は、本当

に短い間に下水道の整備を進めていくと

いう、ある意味、政策的な意味で突っ走っ

てきた、その分、企業債の残高が膨れ上が

っていて、一遍に償還もピークが来るとい

うことでの特別な事情があるというのは

承知しております。議案の説明の中でも部

長がおっしゃいましたけれども、支払利息

についてはちょっと下がっているのだと

いうことであります。この際、それぞれの

現状の残高、それから支払利息についても、

かつて非常に高い金利で借りておられる

ものを安い金利に借りかえをするなどし

て支払利息を低減するようなことが行わ

れてきたかと思います。この間、大分金利

そのものも下がってきてはいると思いま

すが、現状の残高の中での支払利息はどの

ぐらいなのか、教えていただけたらと思い

ます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長 

○竹下下水道事業課長 私のほうから、下

水道管渠調査の現状と、それからストック

マネジメント、それと、経営戦略、ここと

の差について、ご説明申し上げます。 

 まず、下水道の事業経営戦略の３６ペー

ジに書いてございます管渠調査委託料、平

成３０年から３，５００万円、翌年から３，

７００万円で一律、その下の修繕費という

ところで、現状この平成３０年の段階では、

令和２年との差はございます、ストックマ

ネジメントこの経営戦略を立てる折に、概

算値なのですけれども、当時の経営戦略を

立てたコンサルタントによって、このよう

な形で３４ページの図のように二つの山

があって、下に平準化するような意味合い

の図であります。そんな過去に管渠調査を

した経緯の中で、実際に管渠の重大な破損

は大きく見受けられなかったその中で修

繕の発生割合をもとにこの表をつくりま

したら、１０年間ぐらいは大きな管渠の更

新はなく、修繕で耐え得るだろうという計

算で、実際に平成４１年、つまり令和１０

年から以降、改修・更新の時代に入ってく
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るというグラフになってございます。 

 当時のストックマネジメントと、来年度、

策定するストックマネジメントの違いを

申し上げると、この平成２９年度、平成３

０年度に管渠の調査、これを安威川以南・

以北、今年度も安威川以南で幹線全ての調

査を行っているところです。その評価をも

とに、令和２年の策定時に改修・更新の計

画をします。これが実際に２年やなしに５

年ぐらいあったらもっと精度は高いので

すけれども、実際に１３キロメートルから

１５キロメートルの調査を２か年やって

おりますので、その２か年の情報でもって

ストックマネジメントの整理をするとい

うわけで、この経営戦略に示してあります

ものとは若干なりと変わってこようかな

と思うのですけれども、これが大きく違え

ば、先の経営戦略も改定していく必要があ

るのかなと思います。 

 それと、もっと先の長い話になりますと、

我々が考えておりますのが管渠調査と改

修・更新費用、これについては、大体５年

から７年の計画を考えております。それで

いくと、耐用年数からいうと、その先をご

心配されると思うのですが、計画を見直し

て、ＰＤＣＡのサイクルを継続していく、

そうすることによって、改修・更新の管路

はどこにあるのかというのを、この調査及

び評価の中で決めてまいりたいと考えて

おります。 

 それと、鳥飼野々のマンホールポンプの

件でございますけれども、これにつきまし

ては平成１１年、鳥飼野々の浸水被害を契

機に設置されたマンホールポンプでござ

いまして、現在２台のポンプで水路のほう

へ強制的に排水しているというものでご

ざいます。 

 これにつきましては、実際に平成１３年

にポンプの１基目をつけさせてもらって

います。先ほど委員がおっしゃった数年前

というのは、恐らく平成２９年なのかなと、

このときにはもう一台増設しております。 

 それと、大雨時にちゃんとポンプが稼働

するように、毎年度、保守点検は専門業者

のほうに見させております。 

 そういう中で、今回の更新については、

このポンプに附帯しております、大雨時に

水位を感知する水位計装置、これが経年に

よる劣化で機能不全を起こしかけている

という評価が専門会社から出ましたので、

この水位計を新機器に取りかえるもので

ございます。 

 また、あわせてポンプの異常が発生すれ

ば、職員に通知されるよう緊急時の通報装

置を新規に設置して、ポンプ場の施設の充

実を図るものでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 ご質問にお答え

します。 

 安藤委員のご質問でございますが、使用

料が幾らか、令和２年度予算では１９億円

と、５，３１５万円ほどふえているところ

でございます。当然、昨日もございますが、

消費税の分、そしてまた増量している分が

ございます。 

 消費税の分につきましては、昨日水道の

ほうで１，８５０万円というお話しさせて

いただきました。下水のほうは１，７００

万円でございます。 

 それと、もう一点ございました一般会計

負担金、繰入金の内容でございますが、一

般会計の繰入金を改めてというところで

ございます。下水道事業に係る経費の規模

につきまして、公営企業の繰り出し基準と

いうか、そういうところで、雨水公費で汚
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水私費という基準に応じて負担させてい

ただいております。 

 雨水公費・汚水私費の原則に基づきまし

て、大きく分けると７項目ほどあるかと思

います。一般的には雨水処理に関する経費、

また分流式下水道に要する経費と流域下

水道の運搬に関する経費と、７項目の中で

分類をしながら、雨水分については一般会

計のほうで負担していると、汚水分につい

ては下水道使用料をもって支出している

のが実情でございます。 

 内容的には、先ほど安藤委員がおっしゃ

いましたとおり、一般会計繰出金２０億２，

０００万円でございます。その中で、予算

書の９６ページでございましたが、雨水処

理負担金として８億２，９５６万２，００

０円、雑排水管等管理事業受託収益で１，

４１４万７，０００円と、営業外収益で一

般会計負担金１億４６１万４，０００円、

市役所本庁舎施設使用負担金で１，６８３

万４，０００円、それと資本的収入額では

一般会計負担金５億４，０００万円、一般

会計補助金で５億１，０００万円と区分の

ほうを分けさせていただいております。 

 ただ、一般会計の歳出のほうでは、２０

億２，０００万円という表記をさせていた

だいているところでございます。 

 それともう一点、雨水のほうでございま

す。雨水処理に対する経費の内容につきま

しては、ある程度雨水処理に関する減価償

却費とか、維持管理費というところで計上

させていただいているところでございま

す。その中身を言いますと、維持管理負担

金としまして約８億２，０００万円の中で、

維持管理負担金として１億５，７００万円、

昨年度から７６６万円減少していると。減

価償却費としては５億３４１万円、昨年度

より１２６万円増加していますと。企業債

利息に関しましては、１億６，６００万円

で前年度より３，８６８万円減少している

と。この中でいいますと、減少の主なとこ

ろは、企業債利息の減少と雨水にかかった

経費の区分でございます。 

 それと、企業債でございます。先ほども

お話があったとおり、令和２年度最終的な

残高でございます、今年度この２５７億円

の残金、令和元年度２７４億円ございます

が、令和２年度の償還金でございますが、

償還金につきましては平成２年から令和

２年度に借り入れた分について償還させ

ていただいているという状態でございま

す。 

 細かい内容でございますが、企業債利息

の償還金としては、４億１，６４２万円、

単年度でございます。その中で公共下水道

事業債としては２億９，３５７万円、流域

下水道事業債としては４，６９９万円でご

ざいます。資本費平準化債として７，５８

５万円でございます。この利息につきまし

ては、低金利の中ので、ここは全体的に減

少しているというところでございます。 

 それと企業債元金の償還ですが、３８億

７，５０２万円で単年度償還していく中で

いいますと、公共下水道事業債が１８億７，

３５５万円でございます。流域下水道債が

３億１，１５６万円でございます。資本費

平準化債が１６億８，９８９万円でござい

ます。  

この中で、企業債元金が幾分か増加して

いる状態で言いますと、令和２年度の借換

債を活用していく中では、資本費平準化債

が昨年度より１億１，２１３万円増加して

いるのが、元金償還が増加している主な要

因であります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 
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○安藤薫委員 使用料については、今の財

政の話をしながら使用料を考えていくと、

水道もそうですけれども、数字だけを見て

いくと、なかなかやっぱりしんどいし、運

営されている皆さんにとってみても頭の

痛い、非常に大変なものだというのは理解

できますが、同時に、やはり水道・下水道

というのは、日々の市民の生活にかかわる

問題です。 

 特にきのう渡辺委員からもお話しされ

ていて、非常に共感して聞いていたのです

けれども、ＧＤＰが７．１％ほど下がって

いるという状況、そこに新型コロナウイル

ス関連の問題が起きてくるということで、

日々の生活に係る経費の負担の大きさと、

それから企業そのものの運営が厳しくな

っていて、結局しわ寄せは働く人たちであ

り、中小企業ということでありますので、

そういう点もぜひ考えていただいて、ちょ

っと頭に入れていただきながら、一時的な

ものでもあるといった考え方もあると思

うので、水道含めて減免を新型コロナウイ

ルス関連の対策として考えていく必要が

あるのじゃないかなと思います。 

 大阪北部地震のときの水道の減免とい

うのは直接、断水の後の濁り水等で出た部

分の減水ということで、物があったのでや

りやすかったのかなと思いますけれども、

この生活面から見て、企業会計といえば、

なかなかにそこに出すのは難しいけれど

も、公営企業という考え方で、減免を検討

していただきたい、するべきではないかと

思います。 

 ちょっと部長、昨日もお答えいただいて

いるのですけれども、もう一回その点だけ

お答えいただけないでしょうか。 

 それから、管渠費や維持補修費にかかわ

ってのストックマネジメント計画であり

ますが、お話をお聞きしたので一定理解い

たしました。 

 今後の中身で、平準化を図っていく計画

が具体的にされていくのかなと思います

が、あくまで経営戦略は全体の考え方をお

示しされたものだとして、具体的なものに

ついては、大きな変更があるたびに、毎年

チェックをして進行管理をしながら随時

更新していくのだということであります

ので、私たちも実際、菅を直接見に行くこ

ともできませんし、全体像をつかむことは

できませんので、進捗状況を把握し、進行

管理をしていただいてご報告をいただけ

ると、私たちもまたそこにいろんな議論を

させていただけるかと思いますので、その

点のお願いをしておきたいと思います。 

 それから、鳥飼野々のマンホールポンプ

については、わかりました。今、竹下課長

がおっしゃったように、平成１１年に鳥飼

野々の地域で、バックウオーターで１００

戸近い住宅、近隣全域が床上浸水になった

という大きな災害がありました。その後、

番田川の水門ができたり、排水機場ができ

たり、鳥飼野々の当該地域でも、今お話が

あったように、ポンプの整備をしていただ

いていますから、地域の者からしてみると

非常にありがたい施設です。 

 ありがたい施設なのだけど、夜間動いた

ことによって、夜間の音などは非常に困惑

をしていたということがありました。今度、

更新をしていただくということでもあり

ますし、ちょっとまた様子も見させていた

だきながら、いい方向に改善を図っていた

だきたいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それから、企業債については、非常に大

きな残高がある中で、支払利息をちょっと

見せていただきますと、年５％から６％の
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利息で借りている残高がまだ十数億円あ

るのがわかります。もちろん借入先との関

係もあるかと思いますし、公的機関からの

借り入れというのは、利息を下げるという

ことが可能なのかどうなのか、ちょっと私

はわかりませんけれども、まだ支払利息、

金利を下げる交渉の余地のあるものとい

うのは、その中にまだあると考えていいの

でしょうか。ちょっとその点の状況を教え

ていただけたらと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

ご質問にお答えします。 

 利息のほうでございます。平成２年から、

時代としましてはバブルが始まったころ

からのものが今、企業債として残っている

というところでございます。 

 ここ最近でいいますと、利率としては平

成２年で７．３％、昨年度は０．６％、か

なり差がございますが、その当時で借りた

分につきましては、利率は財務省でお借り

させていただきながら、この利率は固定的

に変化させることはできないところでご

ざいます。 

 ただ、借換債でございます、財務省で昔

３０年で借りたところで借換債をすると。

そこになると、市中銀行との交渉、現在は

財務省でそういうのはあるのですけれど

も、これから先、今まで銀行で借りていた

分の平準化債のほうは財務省、借換債のほ

うは市中銀行でやる中では、そこの部分の

利率は変更できると思いますが、入札等々

で利率を下げることはできます。ただ、そ

この部分については今後ほとんど無くな

ってきている、少ない状態であるかと思い

ます。ただ、できる限りのことは、できる

だけ低い利率で借換債を確保しながら進

めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 昨日も、渡辺委員か

ら同種の質問をいただきましたけれども、

減免ということで、減免してもしないでも、

結局お金はお金でありまして、今景気がこ

れだけ、１０月、１２月期、ＧＤＰ年率７．

１パーセント換算とおっしゃったと思い

ますけれども、多分５月が出てきたら、恐

らくリーマンショックを超えるぐらいの

部分になるのだろうという、今の報道を見

ておると、そのようなことでございます。 

 ただ、この件につきましては、私の考え

としましては、昨日申し上げました渡辺委

員に対するお答えとほぼ変わっておりま

せん。結論的には変わりません。今やるべ

きことは、やはりこの水際対策はほぼアウ

トでありますから、しっかりと蔓延を防ぐ

という方向にお金を使うべきである、そこ

にやっぱり市としてはお金を使うべきで

あって、そこからやはり景気が低迷をして、

消費がどんどん落ち込んで、以前から言う

ておりますデフレのような状態が長く続

いていくという、こんなこともあるかもし

れませんけれども、今やるべきは、やはり

その蔓延に対するところに対策を集中す

るということではないかと思います。 

 上水道にしましても、下水道にしまして

も、おのおのやはり基本的な役割というも

のがあるわけでございます。もちろんこれ

は受益者負担の中で料金をいただいて、下

水の場合としては、雨水については一般行

政経費というところでお金を入れていた

だきながら、やっぱり安全対策、水質保全、

水道でいいましたら、安全な水の安定給水

ということ、これがやっぱり我々の使命で

ございますので、この使命のところでもっ

て市民の皆さんに貢献するのが本市であ
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ると考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 最後にいたします。 

 利息については、随時努力もしていただ

いて、少しでも経費の削減を図っていただ

きたいと申し上げておきます。 

 減免を含めて使用料の引き下げ、値上げ

を規制ということについては、今までとご

答弁も余り変わらないと思います。 

 ただ、新型コロナウイルスにかかわる景

気への影響というのは、リーマンショック

のときとやっぱり異質のものだと私は思

っています。もちろん感染の蔓延を防ぐ、

パンデミックを防ぐというのは当然のこ

とであって、これは国を挙げてやっていた

だかないといけないと思うのですけれど

も、リーマンショックのときと一番大きな

違いというのは、リーマンショックの場合

は、落ち込みは、いわゆる金融経済が中心

でした。 

 しかし、今度の新型コロナウイルスの場

合は、仕事が現に動かなくなる、仕事がな

くなる、収入が断たれるということで、実

体経済を壊しかねない、非常に深刻な状況

を生み出しかねないという問題でありま

す。 

 もちろんそれを水道・下水道の皆さんに

補てんしてもらおうという性質のもので

はないというのはよく理解をしておりま

すし、これは国が先頭に立って、今の予備

費の中で対策を打つのではなくて、１桁、

２桁違う、きちんとした対策を打つべきも

のだとは思います。 

 同時に、一番市民の皆さんとの身近なと

ころで働いている摂津市が、もしくは市民

の生活や衛生を守っている水道・下水道の

皆さんも、水道や下水道の品質を守る、将

来にわたってこの事業を守っていくとい

う大事な使命を持ちながらも、やっぱり市

民の暮らしに心を寄せるという考え方は

持っていただきたい、このような非常に心

配される状況の下では頭には入れていた

だかないといけないなと。 

 あえて部長はお金のことをおっしゃっ

たと思いますけれども、しかし、これは市

として、公営企業として、やはりそこはし

っかりと考えていただきたいということ

を申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 それでは、２点ほど質問

させていただきたいと思います。 

 以前にも質問したと思うのですけど、下

水道の普及促進費です。当然下水道管を引

いた後に、それにつながる近隣の方々は、

それなりの水洗化を進めていくというこ

とで、ある一定の期間にやらなくてはなら

ないということになっていたわけですけ

ど、それをできないという例もあるとお聞

きしております。それは、どのような形で

対応していくのか、これ非常に苦慮されて

いるということもよくわかっとるわけで

すけど、とりあえずそういうお宅が何軒く

らい摂津市内にあって、それに対してどの

ような働きかけをするのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

 それから、これは部長にお答えをお願い

したいのですけれども、市長が鳥飼地区の

グランドデザインという形の中で、雨水幹

線の普及をやっていくと、これは災害対策

の大きなものだと思うのです。代表質問で

も質問しましたけど、そういう点では、川

の氾濫とか集中豪雨とか、そういうことに

対して現実におそれを感じているのです。

その辺のことを考えまして、できましたら
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早急に、より迅速に雨水幹線の対応をして

いただきたいと思うのですけど、部長とし

ては今後どのような形で進めていかれる

のか、お聞かせ願いたいと思います。 

 以上、２点でお願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 渡辺委員の水洗

化の啓発、具体的にどうしていくのかとい

うお問いだったと思います。 

 昨年の決算審査に係る委員会の折にも

同様の質問をされて、啓発活動をやってま

いりますというご答弁をさせてもらった

と思うのですが、その後、どういう形でや

っていったらよいかというのを、これはと

にかく浄化槽や、汲み取り世帯、ここが集

中している地域はどこなのか、これをある

程度割り出しまして、これは既に終わって

いるのですが、東別府地区で１００件ほど

排水設備を行っていただいていない世帯

がございます。そこを啓発しております。

どういう啓発かといいますと、環境政策課

は浄化槽届け出関係を所管している部署

でございますので、そちらのほうとタッグ

を組んで啓発をしています。 

 具体的にどういう形かというと、まず、

下水道の接続の啓発調査シートというも

のを設けまして、住居の形態であったり、

年齢層だったり、そういったものを聞き取

って、接続してもらえない理由であったり

とか、こういう情報を蓄積します。あわせ

て排水設備を行っていただきたいという

お願いもする、どうしてもお留守のところ

については文書投函をさせてもらって、後

日その方から連絡をいただきましたら対

応させてもらう、そういう形で地道なやり

方かもしれませんが、我々は、水洗化の伸

びというのも９５％以上になっておりま

すけれども、それ以上普及していかないと

いけないという使命を持って今後、粘り強

く対応してまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 鳥飼地区のグラン

ドデザインでございますけれども、令和２

年度から政策推進課のＰＴとして発足さ

せることは、以前から聞いておりましたけ

れども、私も正直申しまして、この中でグ

ランドデザインとはいかなるものかとい

う部分の、大きな括りでいいますと、正確

に理解をしておるわけではございません。 

 しかし、過去から鳥飼地区で問題になっ

ておりました、これは去年ですか、一昨年

ですか、小学校の人口の数字だったりとか、

高齢化率の数字だったりとか、この辺を見

てみると、田舎の地区で言う限界集落では

ないのですけれども、そのような傾向が非

常に顕著にある、何年後かには人口が半減

以上してしまうということから、相当な危

機感を持っておったと思います。 

 また、施設であったりとか、交通の格差

ということを過去からいろいろご指摘い

ただいておりました。その中で、何とか新

幹線の駅を設けて新大阪駅に行けないか

とか、貨物線を利用してＪＲ千里丘駅につ

なげないかとか、いろんなアイデアもいた

だきながら、それもいろいろ相手に諮りな

がら、いやこれはちょっと無理ですよとい

うようなお答えもいただいて、なかなか手

を打てませんでした。 

 しかし、今回、私どももこのグランドデ

ザインがどのようなものになるかという

ことについては、政策推進課のＰＴとしっ

かりと中身、これは私どももそうですし、

いわゆるインフラ関係のところもそうで

すし、ソフト事業を展開させるのもそうで

すし、やっぱり市政方針でも書いてあった
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とおり、鳥飼地区というのはそもそも面の

地域でありますから、点ではない、点の対

策をしておったのは市でありますから、そ

の点の対策をしておったところを線で結

んで、実は市政方針はそこまでですけれど

も、線で結んで面として対処していくとい

う、こういう対応が必要かと思いますので、

そういう観点からいいますと、我々が担当

しております生活の安全・安心、これは水

でございますけれども、それと洪水・浸水

対策、雨水対策、この両方のリスクマネジ

メントの考え方というのは入ってしかり

だろうとは思います。 

 ですから、この辺はリスクマネジメント

でいいますと、リスクを減らすという、い

わゆるその可能性を少しでも軽減させる、

減災という感覚ですけれども、リスクヘッ

ジも含めて、この鳥飼地区のグランドデザ

インについて少し私どもも勉強させても

らって、今年度でつくるということですけ

れども、申しわけございませんが、いかん

せんこれ以上、私は今持ち合わせておるも

のがないのですけれども、やはりこの我々

が担当している二つの事業でもって、どれ

だけこのグランドデザインに貢献できる

かということについてはお話をして、検討

していきたいなと考えております。 

○嶋野浩一朗委員長 グランドデザイン

というよりも、安威川以南、いわゆる雨水

整備の考え方について。山口部長。 

○山口上下水道部長 安威川以南の雨水

整備につきましては、現在、面積整備率で

３４．２％だったと記憶いたしております。

それで今、重要度の高いところ、三箇牧鳥

飼雨水幹線、これは番田水路の水門が平成

１９年に完成したということから何とか、

本当はもう平成２４年度、平成２５年には

できていないとだめだというものでござ

います。 

 それと、東別府につきましては、私が入

庁した昭和６１年当時から浸水して、ちょ

うど真ん中の四つ角のところですけれど

も、そこにいろいろ土のうを持っていった

り、調査に行きました。 

 あと、短いところの幹線でいったら幾ら

かあるのですけれども、一旦過去に決めた

雨水幹線ということが、近ごろ雨の降り方

も全然違いますし、かといって、今１時間

当たり４８．４ミリ降雨を８０ミリに上げ

るということは困難でございますけれど

も、実際に本当にどこを優先してしないと

いけないかということについては、再度考

え直していかんのかなと思っております。 

 その中でも、やっぱり早期完成を目指す

三箇牧鳥飼雨水幹線、あと１年、それから

東別府雨水幹線のほうが一番最優先とい

うことでやりますけれども、いかんせん現

在面積整備率３４．２％ということでござ

います、やっぱり今後については、分流で

ございますので、市民の安全・安心という

面から雨水対策のほうに力を入れて、先ほ

ど言いました箇所の本当の優先順位づけ

からもう一度やってみたいなと思ってお

ります。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ちょっと質問が前後す

るのですけど、部長、当然こちらはそうい

う面での専門家ですよね。今おっしゃった

ように、雨の降る箇所によるとは思うので

すけど、安威川以南の周辺ですごい集中豪

雨が起きたときに、どの辺が非常に雨水が

氾濫しそうなところなのかというのは、専

門家として大体おわかりでしょう。 

 それに対して今、東別府雨水幹線のこと

も三箇牧鳥飼雨水幹線の件も雨水対策の

一環として、当然やっていただいているわ
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けです。 

 しかし、より一層のスピードを上げて物

事に対応してもらわんと、昨年、関東、そ

れからその前は中国地方、その辺に集中豪

雨、ゲリラ豪雨が起きて大変な災害になっ

たわけですから、住民としては非常に切迫

した気持ちがあるわけです。 

 専門家として、逆に行政に対して、それ

ぞれの提言をされていると思うのですけ

ど、やっぱりその辺のスピードアップ、提

言の強弱、専門家としての後押しをやって

いただきたいと思うのです。やっぱり一番

の基本は市民の安心・安全ですから、非常

に我々としては不安な気持ちでいます。 

 代表質問でもいろいろしましたけど、災

害弱者はどうするということを、もう差し

迫っていろいろ考えていかなあかんよう

な状況です。通り一遍でやるのじゃなくて、

情熱をもって対応していただく、それを切

に要望しておきます。 

 それと、水洗化についてはよくわかって

いるのです。ただ、東別府地区以外でも、

ほかでもあるでしょう、そういう状況はど

うなのか、ちょっと具体的にまたお教え願

いたい。 

 それと、地域によってはそれぞれの事情

が違うと思うのです。単に高齢の方々で、

私らの代では水洗化しなくていいとか、地

区として、みんなで汲み取りしているから、

それでいいとか、その地域地域によって事

情は違うと思うのですけど、その辺ちょっ

と細かく説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 具体的な件数ま

では、個々には把握できていないところも

ございますけれども、委員がおっしゃった

ように、実際に独居老人、要するにお一人

でお住まいになっているご家庭といいま

すか、世帯については、やはりなかなか経

済面とそれから排水設備をすることによ

って後にかかってくる下水道使用料の負

担がかなり重たいことと、及びその地域の

中でも、排水設備をしていこうという機運

も少し弱い、そういう地区もあったりいた

します。 

 お願いしましても、そういう理由を言わ

れます。もうこれ以上となると法的拘束力

もございませんので、なるだけ早い排水設

備を行ってもらいたいとお願いをするし

かありません。 

 あと、先ほど東別府ということだけで答

弁させてもらいましたが、実際には、例え

ば千里丘東であったりとか、例えば集合住

宅でまだ排水設備を行っていない施設、こ

ういったところについても、あわせてお願

いはしに行っています、そのマンションの

オーナーであったりとか、不動産会社にで

す。 

 そういったところも含めて、これから地

区割して、もっと詳しく調べて具体的に排

水設備をやっていただこうとするならば、

どうしていったらいいのか排水設備のあ

り方も含めて今後、考えていきたいなと。 

 とにかく、今はまだ東別府をまずきっか

けにしておりますので、そのほかの地区も

順次、進めてまいりたいと思いますので、

ご理解のほどよろしくお願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ご答弁いただきまして、

事情は私もよくわかっているのですけど、

ただ、先ほどちょっと話の中でもあった池

田市なんかはもう戦前から１００％だと、

池田市の議員が自慢していました。 

 大阪府内の衛星都市の中で、下水道の普

及率がまだ１００％じゃないということ
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は、ちょっとまちとして恥ずかしいことだ

と私は思うのです。法的拘束力がないとか

いうことは当然わかっていますよ、わかっ

ていますけど、そういう点もやっぱり地域

としてのグレードを上げていくには、やっ

ぱり下水道の普及というのはもう、当然道

路のインフラとかそういうこともあるの

ですけど、やっぱりそれは非常に重要なこ

とだと思いますので、大変苦慮されている

ことはわかりますけど、さらなる対応をお

願いして、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 以上で、質疑を終わ

ります。 

 次に、議案第２３号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 質疑なしと認め、質

疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時１８分 休憩） 

（午後２時２０分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 議案第１９号及び議案第３３号の審査

を行います。 

 本件について補足説明を求めます。 

 小林次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 議案第１９号、摂

津市立認定こども園条例制定の件につき

まして、補足説明をさせていただきます。 

 本条例は、令和元年７月２３日、文教上

下水道常任委員協議会においてご協議賜

りました、公立就学前施設のあり方につい

てに基づき、せっつ幼稚園を除く市立幼稚

園と市立保育所を再編し、幼保連携型認定

こども園とするために、摂津市立保育所条

例の全部を改正するものでございます。 

 なお、議案参考資料、条例関係、１ペー

ジから１４ページの施行規則、関係条例の

新旧対照表もあわせてご参照願います。 

 それでは、条文に沿って内容をご説明さ

せていただきます。 

 第１条は、認定こども園法第１２条の規

定に基づき、幼保連携型認定こども園の設

置について規定しております。 

 第２条は、名称とその位置を規定してお

りまして、認定こども園として３園を設置

いたします。 

 第３条は、認定こども園としての実施事

業を規定しております。 

 第４条は、定員について規則で定める旨

を規定しております。保育の定員とべふこ

ども園の教育の定員は、現状と同じでござ

います。とりかいこども園及び子育て総合

支援センターは、教育の定員をそれぞれ２

０名設定いたします。 

 第５条は、開園時間について、第６条は、

休園日について規定しておりまして、現在

の保育所と同じでございます。  

 第７条は、入園の資格について、第８条

は、入園の承諾について、第９条は、入園

の保留、退園等について規定しております。 

 第１０条は、この条例の施行に関し、必

要な事項を規則に委任する旨の委任規定

でございます。 

 次に、附則でございますが、第１項は、

施行期日を規定しております。 

 第２項は、準備行為として必要な手続等

は、本条例の施行前において行うことがで

きることを規定しております。 

 第３項は、入園の承諾に関する経過措置

として、改正前の保育所及びせっつ幼稚園

を除く幼稚園の在園児の保護者は、入園の

承諾を受けたものとみなすことを規定し
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ております。 

 第４項から第１３項までは、本条例の施

行に当たり、関係条例の文言の整理を行う

ものでございます。 

 以上、議案第１９号の補足説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第３３号、摂津市立幼

稚園条例を廃止する条例制定の件につき

まして、補足説明をさせていただきます。 

 本条例は、先ほどご説明いたしました認

定こども園条例により、せっつ幼稚園を除

く公立の就学前施設を令和３年度に認定

こども園へ移行した後、残るせっつ幼稚園

を令和４年度から認定こども園として民

営化するため、摂津市立幼稚園条例を廃止

するものでございます。 

 なお、議案参考資料、条例関係４９ペー

ジから５３ページの関係条例の新旧対照

表もあわせてご参照願います。 

 附則でございますが、第１項は、本条例

の施行の期日として令和４年４月１日で

あることを規定しております。 

 第２項から第６項までは、関係条例にお

ける幼稚園に係る文言を削除するもので

ございます。 

 以上、議案第３３号の補足説明とさせて

いただきます。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、議案第１９号と

議案第３３号一括の審査ということです

ので、一括でお聞きしておきたいと思いま

す。 

 議案第１９号の認定こども園条例、これ

は、公立の三つの保育所と二つの幼稚園を

２０２１年度に認定こども園化していく

もの、議案第３３号は、公立せっつ幼稚園

を民営化するというものだと理解してお

ります。 

 これによって摂津市の公立幼稚園、保育

所合わせて６園が、公立の就学前施設とし

ては認定こども園３園のみとなるという

ことだと思います。 

 それで、最初に聞いていきたいのは、ま

ずは認定こども園化についてです。 

 三つの認定こども園化は、現状の環境や

条件が異なると思うのです。べふこども園、

それから鳥飼保育所、とりかい幼稚園を統

合してこども園、または保育所である子育

て総合支援センターに幼稚園の機能を追

加して、幼保連携型認定こども園にすると。 

 同じ認定こども園化ではありますけれ

ども、現状の形がそれぞればらばらで、そ

れぞれ違う形態で認定こども園化してい

くというような違いがあると思うのです。 

 共通しているのは、認定こども園化する

時期、２０２１年度からやろうと、それか

ら、幼稚園では通園区と通園バスを廃止し

ていこうと、そして、いずれも公立の施設

をそのまま公立として残すということだ

と思います。 

 そういった特徴があるのですが、べふこ

ども園について最初にお聞きしておきま

す。 

 べふこども園は、２０１２年に別々の場

所にありました別府保育所と現在の場所

にありましたべふ幼稚園が、敷地内に複合

施設としてのべふこども園をつくってス

タートしました。ほぼ８年経過したと思い

ます。 

 保育所と幼稚園というのは、先日の一般

会計の議論の中でも申し上げましたよう

に、同じ就学前施設ではありますけれども、

保育を必要としている子どもたちを見る

保育施設と幼児教育を見る、保育を必要と
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しないという判定のされる幼稚園と、全く

違うものでありまして、このべふこども園

も８年間の間に、子どもに負担をかけない

ように、保護者や現場の先生に、子育て支

援課の皆さん、教育委員会の担当の方々が

粘り強く話し合いを重ねながら、一歩一歩

違いを埋めて現在に至ってきたと思いま

す。 

 改めて今回の認定こども園化に至るこ

の８年間で、どんな違いがあり、どんな違

いをどのように埋めてきたのかについて、

お答えいただけたらと思います。 

 続いて、公立幼稚園の民営化について。

今回の議案第３３号の条例は、せっつ幼稚

園を廃止して民営化にするというもので、

昨年７月に摂津市と摂津市教育委員会が

示した公立就学前施設のあり方について

という方針によるものだと思います。これ

によりますと、民営化後は、公私連携・幼

保連携型認定こども園に移行するとあり

ました。 

 そこでお聞きします。 

 まず、公立幼稚園の中でせっつ幼稚園だ

けなぜ民営化するのか。もう一つは、移行

しようとしている公私連携・幼保連携型認

定こども園というものはどういうものな

のか。これまで、摂津市が公立の保育所を

２回民営化してまいりました。摂津保育所

と正雀保育所でありますが、それぞれ保育

所として民営化をして、その後、受け入れ

の団体が増設などをしながら園舎を建て

かえて、認定こども園に変えました。これ

までの民営化と今回とでは少し違うよう

に思いますが、なぜ公私連携というものに

なっていくのか、その意義についてお聞か

せください。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、お答え

いたします。 

 まず、べふこども園のこれまでの取り組

みの中で、どういった保育所と幼稚園の違

いがあって、どのように進めてきたかとい

うことであったかと思います。 

 まず、平成２４年だったかと思いますけ

れども、べふこども園として運営を始めて

おります。幼稚園の保護者の考え方、保育

所の保護者の考え方、いろいろ考えが違っ

たというのもお聞きしております。 

 その中で、例えば行事であったりとか、

制服などの用品であったり、また保護者会

のあり方であったり、そのような違いがあ

ったということでお聞きしております。 

 こちらのほうは、保護者、それから園、

こちらのこども教育課とも一緒になって

話し合いながら、いろいろ調整して進めて

きたというところでございます。 

 現状は、４歳児、５歳児ともに混合保育

ですね、保育所の子どもたちも幼稚園の子

どもたちも一緒のクラスで保育を行って

いるというところで、本当にどちらがどち

らの在籍かわからないぐらいうまく混合

保育ができていると感じるところでござ

います。 

 また今回、子育て総合支援センター、そ

れからとりかい幼稚園ともに認定こども

園へ移行しますが、ちょっと状況は違うこ

とではあるのですけれども、こういったべ

ふこども園の実績がございますので、この

ようなことも参考にしながら丁寧に進め

ていきたいと考えております。 

 次に、せっつ幼稚園の民営化というとこ

ろで、その理由でございます。 

 せっつ幼稚園につきましては、ここだけ

ではないのですけれども、かなり幼稚園の

ニーズが減少しているというところでご

ざいます。せっつ幼稚園ですと、定員１９
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５名であるのですけれども、もう充足率が

４０％ぐらいになっております。施設的に

も有効活用ができていないというところ

と、安威川以北の待機児童の問題というも

のがございます。やはり施設を有効活用し

て待機児童の解消を図っていきたいとい

うことがございまして、今までも民営化を

進めてきているのですけれども、やはり民

間の力をかりて待機児童の解消を図って

いきたいというところで、今回、そのよう

な方針を出させていただいたということ

でございます。  

 あと、公私連携・幼保連携型認定こども

園ということでございます。 

 こちらにつきましては、全国的に保育所

の民営化を進めておられるのですけれど

も、そのときに多くの自治体で採用されて

いる手法でございます。民設民営ではある

のですけれども、本市と公私連携の法人が

協定を締結して、市の関与をより明確にす

る、強くするというところでそういった協

定を結んで、本市が望んでいる認定こども

園での教育・保育の提供をしていっていた

だきたいというところで今、考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 べふこども園のこの８年

間の中で、簡単に違いがあり、その違いを

埋めるためにいろいろ努力してきていた

だいたということであります。 

 混合クラスも初めは５歳児から、そして

４歳児に広がっていくと、どちらにしても、

おっしゃいましたように、保護者会の時間

を決めるにしても、また子どもたちも早く

帰る、遅くに親が迎えに来る子、いろいろ

なケースがあって、子どもの気持ちも考え

たり、または保護者の働き方に合わせたり、

または働く幼稚園教諭と保育所の保育士

も、会議をする時間が違っていたり、研修

する時間が違っていたり、中身はそんなに

大きな違いはないにしても、今まで培って

きた職場の風土や文化の違いというのも、

それは埋めるには相当の努力、根気よく、

けんかもしながらやってこられたのかな

と思います。そういう意味では、この間の

努力については、敬意を表したいなと思っ

ております。 

 その上で、来年の４月にとりかい幼稚園

と鳥飼保育所、隣同士ではありますけれど

も全く違う施設として、違うものが一つに

なっていくということは、やはり同じよう

な努力とか苦労は、当然予想しないといけ

ないと思っています。 

 丁寧に説明していただくことと、一歩一

歩着実に急がないで調整を図っていくと

いうことは当然のことでありますが、今度

の公立幼稚園の認定こども園化の特徴と

して、通園区と通園バスの廃止をされると

いうことです。保育所は当然園区はありま

せんし、民間の幼稚園でも園区はありませ

ん。広い地域の中で園児が集まってきてい

るということで、やはり通園区が廃止され

るということであれば、通園バスというの

はどうしても必要になってくるのではな

いかなと思うのです。その点、仮に通園区

が廃止されなくても、鳥飼地域ですと非常

に広い地域になっていきますから、そうい

う点では、やはり通園バスというのは廃止

ありきではなく、議論を続けていっていた

だきたいなと思いますけれども、その点の

認識についてお聞かせいただきたい。 

 同時に、幼稚園のニーズが減ってきたと、

せっつ幼稚園の場合は充足率が四十数％、

恐らくとりかい幼稚園はもっと低かった

のかなと思うのですけれども、ニーズが減
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ってきたことに対して、どうやって公立の

幼稚園に園児を呼ぼうかという努力とい

うのはされてきたのかどうなのか、その点、

非常に疑問に思っています。 

 民間幼稚園と比べて公立幼稚園の劣る

ところといえば、保育時間、それから２年

保育というところに尽きるのではないか

なと思います。認定こども園化後、この２

年保育を３年保育にしていく、３年保育も

今度は公立の認定こども園でもやってい

く、通園バスも廃止ありきではなくて、議

論を重ねていく、できれば存続を考えてい

くというようなお考えがないか、その点の

認識を伺いたいと思います。 

 それから、子育て総合支援センターは、

これまた今度とりかいと全然事情が違い

ます。 

 現にある保育所で、待機児童がたくさん

いると、今弾力運用で狭い園舎の中で何と

か入ってもらっているという状況の下で、

公立保育所としてすべきことは、１号認定

の子どもを受け入れる前に、今いる保育を

必要としているのに保育所に入られない

安威川以南・以北の子どもたちの保育の受

け入れ、定員をふやすことだと私は思うの

ですけれども、今回そういったことなしに

進められるというのは、非常に問題がある

と思いますが、改めて子育て総合支援セン

ターを認定こども園化するというのは、こ

の間もお話がありましたけれども、わかり

やすくご説明いただきたいと思います。 

 それから、公立幼稚園の条例廃止と民営

化についてです。 

 公私連携というものは、最近いろんなと

ころでも始まっているとは聞きますけれ

ども、余り耳なれない方式なのかなと思う

のです。 

 公私連携といって、法人がつくられて協

定を結んでということになりますと、今ま

での民営化よりは、より公的な関与という

のが強まっていくものなのか。これまでも

摂津保育所、正雀保育所の民営化に当たっ

ても、摂津市の公共財産である土地とか建

物を無償譲渡、もしくは無償貸与して、摂

津市の保育を担ってもらおうということ

で民営化をされました。選定にいろいろな

条件もつけ、決定後も運営にかかわって、

３者間での検討委員会、話し合いも続けて

こられていますので、公的な関与もされて

きたのかなと思いますけれども、公私連携

となりますと、もっと公的な関与があるの

か、どんな関与ができるのか、選定条件に

ついてもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ２回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、お答え

いたします。 

 まず、通園バスについてでございます。

通園バスにつきましては、現在、無償で運

行しているという状況です。北摂での状況

を見てみますと、池田市の一部の地域を除

いて、その他全て廃止されているという状

況でございます。 

 平成２７年度から子ども・子育て支援制

度が始まって以来、民間のほうでも認定こ

ども園がふえております。鳥飼の地域でも

多くの園が認定こども園に移行されてい

るという状況で、１号定員枠も多く設けて

いただいているというところでございま

す。より家から身近な場所に１号定員の枠、

幼稚園の枠の定員を設けられているとい

うところで、そういう状況にあるかと思い

ます。 

 また、私立の幼稚園では、通園バスも走

らせておられますので、さまざまな選択肢
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の中で保護者が希望する施設が選びやす

くなっているのかなと考えております。 

 通園バスの利用者が減ってきている中

で、費用対効果としてもなかなか難しい面

もございます。そういったところからも、

やはり通園バスを今回廃止するという方

針を出させていただいたというところで

ございます。 

 次に、幼稚園の３年保育のところでござ

います。これまで本市の幼児教育というの

は、公立幼稚園、私立幼稚園それぞれある

のですけれども、もともとは私立幼稚園が

初めに整備されて、それを補完するような

形で公立の幼稚園ができてきたというと

ころで認識しております。その中で、私立

幼稚園は３年、公立は２年というところで

すみ分けを行ってきたというところでご

ざいます。２年保育を３年保育にというと

ころでもご意見があるのですけれども、逆

に２年保育の需要と、ニーズというのも聞

いております。子ども・子育て会議でもそ

ういった意見をいただいておりまして、や

はり３月生まれとか、２月生まれのお子さ

んについては、なかなか３年保育ですと３

歳になりたてで入園することになってし

まうと。ついていくのも難しいというご意

見もいただいております。そういうことも

あって、やはりすみ分けですね、これから

も３年保育と、２年保育のニーズもあると

いうところで、そこは公立のほうで対応し

ていきたいと考えております。 

 次が子育て総合支援センターの認定こ

ども園化というところで、こちらにつきま

しては、今子育て総合支援センター、定員

が１３０名というところで認定こども園

移行後も保育の定員は１３０名というと

ころで、定員の変更はないというところで

ございます。ただし、今若干弾力運用を行

っているところなのですけれども、それが

なかなか難しくなる状況ではあるかと思

います。しかしながら安威川以北の待機児

童を見てみますと、やはりせっつ幼稚園の

あたり、正雀、三島、南千里丘、あのあた

りの待機児童がかなりふえているという

ところで、我々としましては、せっつ幼稚

園を民営化して、保育定員を設けることで

安威川以北全体の定員増につなげていき

たいと考えております。せっつ幼稚園の幼

稚園枠については、今２年保育なのですけ

れども、必要によっては３年保育というの

も考えております。そうした場合、安威川

以北の２年保育の場所として、子育て総合

支援センターで１号定員を設置したいと

いうところで考えているところでござい

ます。 

 最後、公私連携幼保連携型認定こども園

の協定の内容等でございます。こちらにつ

いては、選定基準等も含めて、今後選定委

員会を設置していきたいと考えておりま

す。その中でいろいろ保育の内容ですね、

例えば延長保育の実施であったり、病児保

育を盛り込むかどうか、そのあたりについ

ても検討して書き込める内容を精査して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 通園バスについては、よそ

の市がほとんど廃止しているから費用対

効果も悪いのでやめてしまえというよう

な乱暴な話のように聞こえてならないで

すね。民間の保育所も認定こども園になっ

ているので、幼稚園に行きたい人は近くの

認定こども園に行ったらええやないかと。

２年保育を望んでいても近くになければ

行けないので近くの３年保育で行けばい

いのじゃないかということにもなりかね
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ない。通園区がなくなるということは、現

在でも鳥飼の遠い地域から２年保育がい

いといって、公立の鳥飼幼稚園に通う人も

いる。そういう人たちを大事にしていきた

いということであるのだったらやはり通

園バスもきっちりと残していくことも議

論していく必要があるのじゃないか。現状、

保護者の方々からいろいろ意見も聞かれ

たとおっしゃいますけれども、今聞いてお

られる保護者の方々というのは、認定こど

も園になったときには幼稚園、保育園にい

らっしゃらない方ですよね。だからまずは

通園バスを残しながらきっちりと意見も

聞いていくということも当然やっていく

必要があるのじゃないかなと思います。 

 幼稚園の分野は、この間、民間がリード

してきたと。公立が後からいって保育の期

間のすみ分けも必要だということは、何度

もお聞きしてきました。公立幼稚園の保育

料の値上げのときもそうですし、幼稚園の

統廃合、せっつ幼稚園と旧三宅幼稚園が統

廃合したときもそうでした。しかし現在、

どうなっていますでしょうか。その当時の

公立幼稚園はどんどん減って、逆に新しい

新設の幼稚園、認定こども園は全部が民間

園になってきていますから、民間幼稚園の

民業を圧迫するというものでは決してあ

りませんので、公立の認定こども園の幼稚

園の分についても３年保育でやるとか、通

園バスをやるなりして、本当に公立の施設

に入りたいという人たちに来てもらえる

ようにするというのは、当然やらなければ

いけない努力ではないかなと思いますけ

れども、もう１回だけ聞かせてください。 

 それから子育て総合支援センターにつ

いて、待機児童解消というのを第一に考え

たときに、保育の受け入れ枠をどうやって

ふやしていくのか。お隣の旧三宅小学校の

跡地等活用しながら、公立の施設として考

える。もちろん認定こども園をやる、１号

認定の受け入れ先が必要だというのであ

れば、当然認定こども園が選択になるので

しょうけれども、その中でも２号、３号の

保育を必要としている人たちの受け入れ

枠をふやす努力をするというのがまず必

要だと思います。これは意見として申し上

げておきます。 

 それから民営化についてです。浅田課長、

摂津市の保育や就学前教育について一生

懸命取り組んでおられる姿はいつも見て

いますし、何とか待機児童を減らしたいと

いう思いで、お仕事をされているというの

もよくわかりました。ですけれども、公立

保育園に対してのリスペクトは余りにも

なさ過ぎじゃないですか。自分たちの運営

している公立の幼稚園、公立の就学前の施

設というのはどんな意義があるのか。もち

ろん財政的な問題でいうと厳しいものが

ありますけれども、これまで十分民営化を

やってきて、あとのこり４園しかないわけ

でしょう。それを地域の中でしっかりと生

かしていくことが子育て支援の大事な役

割ではないかなと私は思います。公立の施

設といいますと、やっぱり公的な責任を持

って、直接現場で進めることができる。例

えばいろいろな困難を抱えているお子さ

んの受け入れであるとか、問題解決に直接

行政がかかわってもらえる安心感がある

と思うのですよ。園の中でいろんな問題が

起きたときに直接園に言えない。しかし公

立の場合は、直接それが行政につながると

いうことでの安心感があります。認定こど

も園というのは、保育所や幼稚園と似てい

ますけれども、法体系が違うのは、浅田課

長もよくご存じのとおり直接契約なので

すね。ですから園と保護者が直接契約を結
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ぶ。ですから園の側は基本的には受け入れ

ますけれども、例えば重い障害を持ってい

るお子さんについて保育所ならば受け入

れなければいけないですけれども、認定こ

ども園であれば体制がとれないというこ

とで、正当の理由を述べて拒否することが

できる。だからそういった問題があるので

す。認定こども園でも公立でやっていれば、

拒否するという選択肢はなかなかとるこ

とができない。そういう意味では保護者の

側からしても、または子育てに悩みを持っ

ている方だからこそ、公立に対する安心感

というのを持っておられるのだと思うの

です。民間には民間のよさはあります。伸

ばしていく必要はありますが、本当に保育

に自信がない、子育てに悩んでいる、お子

さんに課題を抱えているという方々が安

心して預けられるというのが公立の保育

所であったり、公立の就学前施設だと思い

ます。その点だけちょっとご見解をお聞か

せいただけますでしょうか。 

○嶋野浩一朗委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、お答え

いたします。 

 まず１点目、公立の幼稚園で３年保育と

いうところでございます。繰り返しの答弁

にはなるのですけれども、やはり先ほども

申しましたようにすみ分けが必要という

ところで今のところ考えております。２年

保育のニーズということも聞いておりま

す。２年保育のよさというのもあるかと思

いますので、これについては、この方針ど

おり２年保育というのを実施していきた

いと考えております。 

 あともう一つ、公立の役割というところ

でございます。こちらのほうについても、

今までも何度かご議論させていただいて

いるかと思います。公立保育所、民間保育

所、また認定こども園につきましても、そ

れぞれ保育所保育指針であったり、認定こ

ども園の教育要領であったり、それに基づ

いて、公立も民間もそれぞれ高い水準の保

育を提供しているというところで認識し

ております。公立としましては、これまで

も地域の子育て支援拠点となって、さまざ

まな関係機関と連携してきたというとこ

ろでございますけれども、これにつきまし

ても、公立、民間ともに今後も充実、推進

していかないといけないというところで

あるかと思います。公立、今までいろいろ

子育て支援、地域の子育て支援もしてきて

います。保育も含めて、そういった実績に

ついては、今後も民間園とも連携してそう

いったいい取り組みについては、広く発信

して広げていくよう今後とも行っていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 最後にします。 

 認定こども園化については、やはりじっ

くり時間をかけて保護者の意見を聞く、現

場の意見を聞く、急ぎ過ぎないということ

が必要だということを申し上げておきた

い。とりわけ通園バスの問題は改めて要望

しますが、廃止ありきでなく、議論を続け

ていっていただきたい。 

 子育て総合支援センターについては、環

境を整備する。受け入れの拡大ができる安

全な環境を整備しながら２号、３号認定の

お子さんの受け入れをふやすことが必要

だということを申し上げたいと思います。 

 それから民営化の話です。民間も公立も

公私ともに保育指針があり、幼稚園の学習

指導要領のようなものがある。それぞれち

ゃんとした専門的な知識を持った先生や

保育士が子どもの利益第一にやっておら
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れるのだと思います。ただ、民間は民間で

いいことはありますけれども、しかしどう

しても民間園であるからこそ、経営の効率

化もやはり考えないといけない部分があ

る。何でもかんでもお金を使えばいいとい

うことではありませんが、やっぱりたくさ

んの子どもたちを預かる園として、いろん

な課題を抱えている子を受け入れること

ができないということがあり得ると思い

ます。しかし、公立であれば、そこはしっ

かりと受け入れて、最後の子育て支援の砦

でもあるわけでありますから、そういった

面から公立の施設に対しての期待とか、安

心感を持っている保護者の方々がたくさ

んいるということはちゃんと理解してお

いていただきたいと思います。民営化につ

いては、私は絶対にやるべきではないとい

うことを申し上げて、質問を終わります。 

○嶋野浩一朗委員長 ほかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 以上で質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時５６分 休憩） 

（午後２時５９分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 討論なしと認め、採

決いたします。 

 議案第１号所管分について可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第２号について可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第３号について可決することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第９号所管分について可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第１０号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第１１号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第１９号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第２３号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 全員賛成。 
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 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第３３号について可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後３時１分 休憩） 

（午後３時６分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 時間の関係上、今回の会期中に視察先等

の決定は困難かと思われますので、本会議

最終日において協議・決定させていただき

たいと思います。なお、常任委員会の所管

事項に関する事務調査について、閉会中に

調査することが図られます。本委員会の所

管事項につきましては、学校教育行政につ

いて、生涯学習行政について、児童福祉行

政について、上下水道行政についてを令和

２年度末まで閉会中に調査することにい

たしますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 異議なしと認め、そ

のように決定いたします。 

 それでは、次回開催時は、視察事項、候

補地及び候補日を提案いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 これで本委員会を閉会いたします。 

（午後３時７分 閉会） 
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